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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成24年３月16日付をもって提出した有価証券届出書（以

下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部　ファンド情

報」及び「第三部　委託会社等の情報」に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を

提出するものです。

２【訂正の内容】

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１　ファンドの性格

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「１　ファンドの性格」につきまして

は、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

（１）ファンドの目的及び基本的性格

＜訂正前＞

（前略）

③　基本的性格

当ファンドは、委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が投資家のため

に、利殖の目的をもって設定する証券投資信託で、三井住友信託銀行株式会社（※）がその受託会社と

なることを引受けたものです。

当ファンドは、委託者が受託者に投資信託財産の運用を指図する委託者指図型の追加型証券投資信

託で、その商品分類及び属性区分は以下のとおりです。

※当ファンドの受託会社である中央三井アセット信託銀行株式会社は、平成24年４月１日に中央三井

信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社と合併し、権利義務の一切を住友信託銀行株式会社に

承継して解散します。住友信託銀行株式会社は同日付にて三井住友信託銀行株式会社に商号変更し

ます。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

③　基本的性格

当ファンドは、委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が投資家のため

に、利殖の目的をもって設定する証券投資信託で、三井住友信託銀行株式会社がその受託会社となるこ

とを引受けたものです。

当ファンドは、委託者が受託者に投資信託財産の運用を指図する委託者指図型の追加型証券投資信

託で、その商品分類及び属性区分は以下のとおりです。

（後略）

（２）ファンドの沿革

＜訂正前＞

平成22年10月20日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

平成24年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社か
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ら三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継（予定）

当ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション（国内株式）からイン

デックスコレクション（国内株式）に変更（予定）

当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本

株式マザーファンドに変更（予定）

＜訂正後＞

平成22年10月20日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

平成24年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社か

ら三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継

当ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション（国内株式）からイン

デックスコレクション（国内株式）に変更

当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本

株式マザーファンドに変更

（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（前略）

③　委託会社の概況

Ａ．資本金の額：３億円（平成24年４月１日現在（予定））

Ｂ．委託会社の沿革

（中略）

平成24年４月１日：中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセッ

トマネジメント株式会社に商号変更（予定）

Ｃ．大株主の状況（平成24年４月１日現在（予定））

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

③　委託会社の概況

Ａ．資本金の額：３億円（平成24年４月１日現在）

Ｂ．委託会社の沿革

（中略）

平成24年４月１日：中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセッ

トマネジメント株式会社に商号変更

Ｃ．大株主の状況（平成24年４月１日現在）

（後略）

２　投資方針

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「２　投資方針」につきましては、該当

情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

（３）運用体制

＜訂正前＞

ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、平成24年４月１
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日現在（予定）のものであり、今後変更されることがあります。

（後略）

＜訂正後＞

ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、本書提出日現在

のものであり、今後変更されることがあります。

（後略）

４　手数料等及び税金

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「４　手数料等及び税金」につきまし

ては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

（前略）

②　個人型年金

（中略）

上記は、平成24年１月31日現在のものですので、税法及び確定拠出年金法等が

改正された場合等は、上記の内容が変更されることがあります。

＜訂正後＞

（前略）

②　個人型年金

（中略）

上記は、平成24年２月29日現在のものですので、税法及び確定拠出年金法等が

改正された場合等は、上記の内容が変更されることがあります。

５　運用状況

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「５　運用状況」につきましては、以下

の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

※平成24年４月１日をもって「中央三井日本株式マザーファンド」は「日本株式マザーファンド」に

ファンド名称を変更しております（以下同じ。）。

以下の記載事項は、平成24年２月29日現在の状況について記載してあります。

（１）投資状況

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託

受益証券

中央三井日本株式マザーファンド 日本 2,279,481,534100.02

親投資信託受益証券合計 2,279,481,534100.02
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その他の資産（負債控除後） △355,012 △0.02

合計（純資産総額） 2,279,126,522100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

＜参考＞

　当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況は次のとおりです。

（中央三井日本株式マザーファンド）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 253,781,935,69097.49

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,546,661,542 2.51

合計（純資産総額） 260,328,597,232100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

種類 銘柄 口数
簿価（円） 評価額（円） 投資

比率

（％）単価 金額 単価 金額

親投資信託

受益証券

中央三井日本株式

マザーファンド
3,008,422,2440.75682,276,801,5390.75772,279,481,534100.02

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

③　その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

＜参考＞

当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況

（中央三井日本株式マザーファンド）

①　投資有価証券の主要銘柄

Ａ．主要銘柄の明細

順

位
銘柄名 業種 株数

簿価（円） 評価額（円） 投資

比率

（％）単価 金額 単価 金額

１ トヨタ自動車 輸送用機器 2,886,4002,720.007,851,008,0003,355.009,683,872,0003.72

２
三菱ＵＦＪフィナンシャル

・グループ
銀行業 16,630,900355.005,903,969,500420.006,984,978,0002.68

３ 本田技研工業 輸送用機器 1,877,9002,673.005,019,626,7003,095.005,812,100,5002.23

４ キヤノン 電気機器 1,382,7003,390.004,687,353,0003,680.005,088,336,0001.95

５
三井住友フィナンシャルグ

ループ
銀行業 1,661,4002,397.003,982,375,8002,757.004,580,479,8001.76

６ 日本電信電話 情報・通信業 1,011,6003,835.003,879,486,0003,835.003,879,486,0001.49

７
みずほフィナンシャルグ

ループ
銀行業 28,226,400117.003,302,488,800136.003,838,790,4001.47

８ ファナック 電気機器 231,70012,950.003,000,515,00014,730.003,412,941,0001.31

９ 武田薬品工業 医薬品 873,2003,245.002,833,534,0003,670.003,204,644,0001.23

10三菱商事 卸売業 1,599,9001,698.002,716,630,2001,991.003,185,400,9001.22
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11三井物産 卸売業 1,896,3001,267.002,402,612,1001,399.002,652,923,7001.02

12小松製作所 機械 1,087,3002,093.002,275,718,9002,422.002,633,440,6001.01

13エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 18,101138,000.002,497,938,000138,800.002,512,418,8000.97

14ソニー 電気機器 1,388,7001,422.001,974,731,4001,737.002,412,171,9000.93

15ソフトバンク 情報・通信業 995,3002,239.002,228,476,7002,421.002,409,621,3000.93

16日本たばこ産業 食料品 5,529380,000.002,101,020,000432,000.002,388,528,0000.92

17日立製作所 電気機器 4,999,000430.002,149,570,000473.002,364,527,0000.91

18日産自動車 輸送用機器 2,812,000717.002,016,204,000832.002,339,584,0000.90

19三菱地所 不動産業 1,538,0001,276.001,962,488,0001,470.002,260,860,0000.87

20
セブン＆アイ・ホールディ

ングス
小売業 919,0002,114.001,942,766,0002,246.002,064,074,0000.79

21東日本旅客鉄道 陸運業 387,0004,670.001,807,290,0005,210.002,016,270,0000.77

22パナソニック 電気機器 2,543,100644.001,637,756,400759.001,930,212,9000.74

23東京海上ホールディングス 保険業 834,1001,860.001,551,426,0002,245.001,872,554,5000.72

24信越化学工業 化学 418,1003,970.001,659,857,0004,355.001,820,825,5000.70

25野村ホールディングス
証券、商品先物取

引業
4,755,500286.001,360,073,000375.001,783,312,5000.69

26ＫＤＤＩ 情報・通信業 3,410482,500.001,645,325,000516,000.001,759,560,0000.68

27国際石油開発帝石 鉱業 3,032506,000.001,534,192,000577,000.001,749,464,0000.67

28アステラス製薬 医薬品 517,5003,015.001,560,262,5003,340.001,728,450,0000.66

29東芝 電気機器 4,686,000341.001,597,926,000356.001,668,216,0000.64

30三菱電機 電気機器 2,226,000771.001,716,246,000729.001,622,754,0000.62

合計 88,415,072 80,798,866,000 91,660,797,30035.21

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（注２）国／地域は全て日本、種類は全て株式です。

Ｂ．種類別及び業種別の投資比率

種類 業種 投資比率（％）
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株式

水産・農林業 0.10

鉱業 0.76

建設業 2.28

食料品 3.39

繊維製品 0.88

パルプ・紙 0.37

化学 5.74

医薬品 4.61

石油・石炭製品 0.83

ゴム製品 0.76

ガラス・土石製品 1.12

鉄鋼 1.91

非鉄金属 1.19

金属製品 0.67

機械 5.06

電気機器 13.31

輸送用機器 10.28

精密機器 1.37

その他製品 1.56

電気・ガス業 2.96

陸運業 3.76

海運業 0.41

空運業 0.29

倉庫・運輸関連業 0.23

情報・通信業 5.95

卸売業 5.57

小売業 3.93

銀行業 9.61

証券、商品先物取引業 1.20

保険業 2.39

その他金融業 0.78

不動産業 2.43

サービス業 1.80

合計 97.49

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

③　その他投資資産の主要なもの

銘柄名 国／地域
数量

（枚）

簿価

（円）

時価

（円）

投資比率

（％）

株価指数先物取引

　買建

　　ＴＯＰＩＸ先物取引

日本 581 4,828,715,0254,842,635,0001.86

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（注２）株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価して

おります。

（３）運用実績

①　純資産の推移

純資産総額（円）
１万口当たりの

基準価額（円）

第１期計算期間（平成23年７月25日現在） 2,242,098,66010,591

平成23年２月末日 1,156,102 11,561

平成23年３月末日 1,066,896 10,669

平成23年４月末日 1,046,026 10,460

平成23年５月末日 12,464,424 10,295

平成23年６月末日 2,179,775,78410,434

平成23年７月末日 2,183,498,29410,338

平成23年８月末日 2,056,541,578 9,472

平成23年９月末日 2,056,246,364 9,447

平成23年10月末日 2,056,039,849 9,477

平成23年11月末日 1,965,161,148 9,033

平成23年12月末日 1,989,225,216 9,045

平成24年１月末日 2,045,090,450 9,371

平成24年２月末日 2,279,126,52210,372

（注）決算日における基準価額は、分配付、分配落とも同一です。

②　分配の推移

１万口当たりの収益分配金

第１期計算期間 0 円

③　収益率の推移

収益率

第１期計算期間 5.9 ％

第２期中間計算期間（自　平成23年７月26日　至　平成24年１月25日） △10.1 ％

（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価

額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得

た数に100を乗じて得た数とします。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初

設定時の発行価額（１万口当たり10,000円）を使用しております。

（４）設定及び解約の実績

設定口数 解約口数 発行済み口数

第１期計算期間 2,143,063,85726,011,2522,117,052,605

第２期中間計算期間

（自　平成23年７月26日

至　平成24年１月25日）

212,431,761129,722,0922,199,762,274

（注１）設定及び解約の実績は、全て本邦内における実績です。

（注２）第１期計算期間の設定口数には、当初自己設定の設定口数を含みます。

（参考情報）交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第３【ファンドの経理状況】

１　財務諸表

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第３　ファンドの経理状況」「１　財務諸表」につきましては、

以下の中間財務諸表を追加します。

＜更新・訂正後＞

（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年

大蔵省令第38号）」並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に

関する規則（平成12年総理府令第133号）」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２期中間計算期間（平成23年

７月26日から平成24年１月25日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中

間監査を受けております。

（３）当ファンドは、平成24年４月１日付にてファンドの名称を「中央三井インデックスコレクション

（国内株式）」から「インデックスコレクション（国内株式）」に変更しました。また、当ファンドの

主要投資対象である「中央三井日本株式マザーファンド」については、平成24年４月１日付にて「日

本株式マザーファンド」に名称を変更しました。以下では、変更前の名称で表示しています。

次へ
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中央三井インデックスコレクション（国内株式）　中間財務諸表
（１）中間貸借対照表

(単位：円)

第２期中間計算期間
(平成24年１月25日現在)

資産の部

流動資産

親投資信託受益証券 2,095,489,872

未収入金 639,472

流動資産合計 2,096,129,344

資産合計 2,096,129,344

負債の部

流動負債

未払解約金 639,472

未払受託者報酬 212,441

未払委託者報酬 1,487,037

その他未払費用 53,043

流動負債合計 2,391,993

負債合計 2,391,993

純資産の部

元本等

元本 2,199,762,274

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △106,024,923

純資産合計 2,093,737,351

負債純資産合計 2,096,129,344
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（２）中間損益及び剰余金計算書
(単位：円)

第２期中間計算期間
(自 平成23年７月26日
　至 平成24年１月25日)

営業収益

有価証券売買等損益 △222,066,058

営業収益合計 △222,066,058

営業費用

受託者報酬 212,441

委託者報酬 1,487,037

その他費用 53,043

営業費用合計 1,752,521

営業利益又は営業損失（△） △223,818,579

経常利益又は経常損失（△） △223,818,579

中間純利益又は中間純損失（△） △223,818,579

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△14,611,247

期首剰余金又は期首欠損金（△） 125,046,055

剰余金減少額又は欠損金増加額 21,863,646

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

6,914,541

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

14,949,105

中間剰余金又は中間欠損金（△） △106,024,923
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（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

（追加情報）

　当該中間計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）」及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）」を

適用しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第２期中間計算期間

（平成24年１月25日現在）

１．当該中間計算期間の末日における受

益権総数

2,199,762,274 口

２．「投資信託財産の計算に関する規則

（平成12年総理府令第133号）」第55

条の６第10号に規定する額

元本の欠損

106,024,923 円

３．１口当たり純資産額

（１万口当たり純資産額）

0.9518 円

（ 9,518 円）

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第２期中間計算期間

自　平成23年７月26日

至　平成24年１月25日

剰余金増加額・減少額又は欠損金減少額

・増加額

「中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」

及び「中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額」は、それぞれ剰余金増加額との純額を表示しておりま

す。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第２期中間計算期間

（平成24年１月25日現在）

１．中間貸借対照表計上額、時価及び差

額

　中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価して

いるため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませ

ん。
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２．時価の算定方法 （１）親投資信託受益証券

　「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載し

ております。

（２）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

３．金融商品の時価等に関する事項の補

足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価

格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており

ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異

なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

１．本書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における元本額の変動

第２期中間計算期間

自　平成23年７月26日

至　平成24年１月25日

期首元本額 2,117,052,605 円

期中追加設定元本額 212,431,761 円

期中一部解約元本額 129,722,092 円

２．有価証券関係

該当事項はありません。

３．デリバティブ取引関係

当ファンドは、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

次へ

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

14/25



＜参考＞

　「中央三井インデックスコレクション（国内株式）」は、「中央三井日本株式マザーファンド」の受益

証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」

は、全て同マザーファンドの受益証券であります。

　同マザーファンドの平成24年１月25日現在（以下、「計算日」といいます。）の状況は次のとおりであ

ります。

　なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

「中央三井日本株式マザーファンド」の状況

（１）貸借対照表

項目
平成24年１月25日現在

金額（円）

資産の部

　流動資産

　　コール・ローン 6,869,735,417

　　株式 237,230,948,290

　　派生商品評価勘定 273,493,900

　　未収入金 319,118,570

　　未収配当金 254,016,775

　　未収利息 13,735

　流動資産合計 244,947,326,687

資産合計 244,947,326,687

負債の部

　流動負債

　　前受金 198,316,000

　　未払金 346,618,100

　　未払解約金 162,061,210

　流動負債合計 706,995,310

負債合計 706,995,310

純資産の部

　元本等

　　元本 351,322,190,305

　　剰余金

　　　欠損金 107,081,858,928

純資産合計 244,240,331,377

負債・純資産合計 244,947,326,687

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

平成24年１月25日現在
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１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。

　時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算

日の最終相場（最終相場のないものについては、それに

準じる価額）又は金融商品取引業者等から提示される気

配相場に基づいて評価しております。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 株価指数先物取引

　個別法に基づき、時価で評価しております。

　時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計

算日の清算値段によっております。

　当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引

に係るものであります。

３．収益及び費用の計上基準 （１）受取配当金

　原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確

定している場合には当該金額を、未だ確定していない場

合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額につい

ては入金時に計上しております。

（２）派生商品取引等損益の計上基準

　約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

平成24年１月25日現在

１．担保に供している資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有

価証券を差し入れております。

株式                 2,165,100,000 円

なお、上記の金額には、約定未受渡株式を含んでおりま

す。

２．計算日における受益権総数 351,322,190,305 口

３．「投資信託財産の計算に関する規則

（平成12年総理府令第133号）」第55条の

６第10号に規定する額

元本の欠損

107,081,858,928 円

４．１口当たり純資産額

（１万口当たり純資産額）

0.6952 円

（ 6,952 円）

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

平成24年１月25日現在
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１．貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は

ありません。

２．時価の算定方法

（１）株式

　「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

（２）デリバティブ取引

　「（その他の注記）」の「３．デリバティブ取引関係」に記載しております。

（３）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額

又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。

（関連当事者との取引に関する注記）

平成24年１月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

平成24年１月25日現在

該当事項はありません。

（その他の注記）

１．元本の変動

平成24年１月25日現在

中間計算期間の期首元本額 330,947,398,859 円

中間計算期間中の追加設定元本額 38,755,543,859 円

中間計算期間中の一部解約元本額 18,380,752,413 円

計算日の元本額 351,322,190,305 円

計算日の元本額の内訳

中央三井日本株式インデックスファンド 2,465,898,189 円

中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンド 351,371,601 円

中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 45,877,654,039 円

中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 1,624,624,598 円

中央三井ＤＣバランスファンド３０ 467,026,896 円

中央三井ＤＣバランスファンド５０ 1,042,254,738 円

中央三井ＤＣバランスファンド７０ 554,305,014 円

ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型） 280,294,294 円

ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型） 179,160,763 円
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新生・４分散ファンド 227,040,053 円

グローバル・インデックス・バランス・ファンド 930,111,639 円

４資産インデックスバランスオープン（分配型） 72,749,616 円

４資産インデックスバランスオープン（成長型） 214,944,329 円

日本債券・株式バランスファンド（資産配分調整型） 91,412,374 円

ＣＭＡＭ日本株式インデックスｅ 925,382,856 円

中央三井インデックスコレクション（国内株式） 3,014,225,939 円

中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０） 484,327,389 円

中央三井インデックスコレクション（バランス株式５０） 1,015,604,197 円

中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０） 800,988,830 円

中央三井日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 33,013,901,070 円

中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 6,927,299,383 円

中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 52,919,011,265 円

中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 42,099,222,807 円

中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 6,604,933,109 円

中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 1,015,373,789 円

中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 8,560,634,957 円

中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 6,898,777,913 円

中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 2,762,475,331 円

中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 40,588,462,989 円

中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 2,700,203,347 円

中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 21,506,932,990 円

中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 8,483,255,551 円

中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 295,635,179 円

中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 3,645,507,713 円

中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用） 2,801,211,066 円

ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 8,606,646,219 円

中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 461,877,107 円

ＣＭＡＭ私募日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,217,621,395 円

ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 364,415,378 円

中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 1,843,014,566 円

中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 3,853,459,246 円

ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 3,381,245,757 円

中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 143,985,671 円

中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 2,211,488,886 円

ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 26,137,130,283 円

中央三井世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 690,076,665 円

中央三井国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 262,329,584 円

中央三井国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 82,160,249 円

ＣＭＡＭ・ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 604,879,628 円

私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 14,327,138 円

中央三井世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 5,316,720 円

２．有価証券関係

平成24年１月25日現在

該当事項はありません。
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３．デリバティブ取引関係

Ⅰ．ヘッジ会計が適用されていないもの 

株式関連

区分

平成24年１月25日現在

種類 契約額等（円） 時価

（円）

評価損益

（円）うち１年超

市場取引
株価指数先物取引

買　建 6,625,006,100― 6,898,500,000273,493,900

合計 6,625,006,100― 6,898,500,000273,493,900

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価し

ております。

２．株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

Ⅱ．ヘッジ会計が適用されているもの

平成24年１月25日現在

該当事項はありません。

次へ
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２　ファンドの現況

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第３　ファンドの経理状況」「２　ファンドの現況」につきま

しては、以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

純資産額計算書　平成24年２月29日

Ⅰ　資産総額 2,289,141,892円

Ⅱ　負債総額 10,015,370円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,279,126,522円

Ⅳ　発行済口数 2,197,465,051口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0372円

　　１万口当たり純資産額 10,372円

＜参考＞

　マザーファンドの現況（平成24年２月29日）

　純資産額計算書

（中央三井日本株式マザーファンド）

Ⅰ　資産総額 260,555,339,566円

Ⅱ　負債総額 226,742,334円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 260,328,597,232円

Ⅳ　発行済口数 343,591,876,733口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7577円

　　１万口当たり純資産額 7,577円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１　委託会社等の概況

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第１　委託会社等の概況」「１　委託会社等の概況」につ

きましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（１）資本金の額

本書提出日現在の資本金の額：３億円

会社の発行可能株式総数： 24,000株

発行済株式総数： 6,000株

最近５年間における資本金の額の増減：なし

（２）委託会社の機構

（中略）

②　投資運用の意思決定機構

（中略）

委託会社の機構は平成24年４月１日現在（予定）のものであり、今後変更となる場合があります。

＜訂正後＞

（１）資本金の額

本書提出日現在の資本金の額：３億円

会社の発行可能株式総数： 12,000株

発行済株式総数： 3,000株

最近５年間における資本金の額の増減：なし

（２）委託会社の機構

（中略）

②　投資運用の意思決定機構

（中略）

委託会社の機構は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

２　事業の内容及び営業の概況

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第１　委託会社等の概況」「２　事業の内容及び営業の概

況」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（前略）

平成24年１月31日現在、住信アセットマネジメント株式会社が運用の指図を行っている証券投資信

託は次のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

本数（本） 純資産総額（百万円）
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追加型株式投資信託 165 1,266,156

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 0 0

単位型公社債投資信託 0 0

合計 165 1,266,156

（ご参考）平成24年１月31日現在、中央三井アセットマネジメント株式会社が運用の指図を行ってい

る証券投資信託は次のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 138 2,407,981

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 5 639

単位型公社債投資信託 0 0

合計 143 2,408,580

＜訂正後＞

（前略）

平成24年２月29日現在、住信アセットマネジメント株式会社が運用の指図を行っている証券投資信

託は次のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 167 1,334,466

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 0 0

単位型公社債投資信託 0 0

合計 167 1,334,466

（ご参考）平成24年２月29日現在、中央三井アセットマネジメント株式会社が運用の指図を行ってい

る証券投資信託は次のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 133 2,511,956

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 5 701

単位型公社債投資信託 0 0

合計 138 2,512,657

５　その他

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第１　委託会社等の概況」「５　その他」につきましては、

該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（１）定款の変更

当会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

22/25



（２）訴訟事件その他の重要事項

当社は平成24年４月１日に中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、商号を三井住友トラ

スト・アセットマネジメント株式会社に変更する予定です。

＜訂正後＞

（１）定款の変更

当社は、平成24年4月1日に中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、商号を三井住友トラス

ト・アセットマネジメント株式会社に変更しました。

（２）訴訟事件その他の重要事項

本書提出日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影

響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第２【その他の関係法人の概況】

１　名称、資本金の額及び事業の内容

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第２　その他の関係法人の概況」「１　名称、資本金の額及

び事業の内容」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（１）受託会社

①　名称　　　：三井住友信託銀行株式会社

②　資本金の額：342,037百万円（平成24年４月１日現在（予定））

③　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」

に基づき信託業務を営んでいます。

（後略）

＜訂正後＞

（１）受託会社

①　名称　　　：三井住友信託銀行株式会社

②　資本金の額：342,037百万円（平成24年４月１日現在）

③　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」

に基づき信託業務を営んでいます。

（後略）
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独立監査人の中間監査報告書

平成２４年３月２３日

中央三井アセットマネジメント株式会社

取　　締　　役　　会 御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松　崎　雅　則 印

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山　田　信　之 印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「ファンドの経理状況」に掲げられている中央三井インデックスコレクション（国内株式）の平

成２３年７月２６日から平成２４年１月２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要

な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内

部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表

に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる

中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表

示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき

中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監

査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の

判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析

的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査

の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と

有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検

討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し

ている。
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中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸

表の作成基準に準拠して、中央三井インデックスコレクション（国内株式）の平成２４年１月２

５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成２３年７月２６日から

平成２４年１月２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

　中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に

は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

※　１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。

　　２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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